
定期の予防接種 

 A 類・臨時接種 B 類
 発症すると重篤になる、または重篤になる

可能性がある病気の予防、及び集団予防に
重点を置き、接種の努力義務（接種を受け
るよう努めなければならないこと）が課せ
られているものです。 
《臨時接種》 
蔓延防止上緊急の必要がある場合に実施
されるものです。

個人の発病または重症化の予防に重点を
置き、本人が接種を希望する場合に実施さ
れるものです。

 ・結核（BCG） 
・ジフテリア 
・破傷風 
・百日せき 
・ポリオ 
・麻疹 
・風疹 
・日本脳炎 
・Hib 感染症 
・小児の肺炎球菌感染症 
・水痘 
・ヒトパピローマウイルス感染症 
・B 型肝炎 
・ロタウイルス 
《臨時接種》 
・新型コロナウイルス（令和 6 年 3 月 31
日までの接種）

・季節性インフルエンザ 
・高齢者の肺炎球菌感染症 
・高齢者の新型コロナウイルス 
・帯状疱疹


